
寄附額
企業版ふるさと納税を活用した寄附の軽減効果

通常の寄附の軽減効果

企業版ふるさと納税とは？

制度の概要
企業版ふるさと納税は、国が認定した地方公共団体の地方創生プロジェクトに対して企業
が寄附を行った場合に、法人関係税（法人住民税、法人税、法人事業税）から税額控除さ
れる仕組みです。

税目ごとの
特別措置

①法人住民税　寄附額の４割を税額控除（法人住民税法人税割額の２０％が上限）
②法人税　　　法人住民税で４割に達しない場合、その残額を税額控除。ただし、寄附額の１割程度。（法人税額の５％が上限）
③法人事業税　寄附額の２割を税額控除（法人事業税額の２０％が上限）

例）100 万円寄附すると、最大約 90万円の法人関係税が軽減（実質的な企業負担額が約 10 万円）
ご注意ください

※１回あたり 10 万円以上の寄附が対象となります。
※寄附を行うことの代償として、経済的な利益を受け取ることは禁止されています。
※白岡市内に本社のある法人は、対象外となります。

企業版ふるさと納税の３つのメリット！

寄附額に対し
最大約９割の税軽減
効果があります！

寄附を通じて
SDGs達成に向けた取組
を支援できます！

市HP等の情報掲載により
企業の

イメージアップ
が期待できます！

※非公表とすることも可能です

問合せ先
白岡市総合政策部企画政策課企業版ふるさと納税担当
0480-92-1111 kikaku@city.shiraoka.lg.jp 白岡市 企業版ふるさと納税

税額控除損金算入 企業負担

貴社のお力で
白岡市の地域医療を守るプロジェクトを
応援してください

企業版ふるさと納税



プロジェクトにご賛同いただける
企業様は、お打合せさせていただ
いた後に、寄附申出書によりお申
し込みください。

担当者から振込方法等について
ご連絡させていただきます。
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本市が交付する受領証に基づき、
「地方創生応援税制」の適用がある
旨を申告してください。

白岡市の概要

白岡市長の想い

事業の内容
　医療法人社団哺育会白岡中央総合病院が、新築移転後も地域医療を支える中核となり、
継続して本市で医療を提供できるよう、同病院を支援します。
　皆様から御協力いただいた御寄附は、「医療法人社団哺育会白岡中央総合病院の機器
等取得支援基金」に積立て、その体制づくりに要する機器等の取得支援に活用されます。

目指すべきゴール

１　医療及び救急医療を安定的かつ継続的に提供すること
２　安心・安全な市民生活に寄与する総合的な診察機能を有すること
３　医療連携に基づく地域貢献及び社会貢献を果たすこと
４　地域の二次救急医療としての機能を有すること
５　災害時における医療拠点として救護活動の中心的な役割を担うこと
６　感染症対策を充実させること
　　　以上のことを目指し、市民が地医医療に安心感を持ち、白岡市で生活してよかった、
　これからも引き続き生活したいと思っていただけますよう、早急に地域医療体制の充
　実を図ります。

地域医療支援事業

事業の内容

※ご不明な点は、問合せ先までご連絡下さい。

　本市は、埼玉県東部に位置し総面積は２４．９２平方キロメートルで、
東西に長い市域です。東京都心まで約４０Km圏内であり、ＪＲ宇都宮
線の白岡駅、新白岡駅から都心まで約４０分で結ばれるとともに、東北
縦貫自動車道、首都圏中央連絡自動車道、国道１２２号、県道さいたま
栗橋線等が市内を通過し、周辺地域から良好なアクセスが可能となって
います。
　市の前身である白岡町は、高度経済成長期以降に開発が進み人口も一
貫して増加し、その後、平成２４年１０月 1日の市制施行により、白岡
市が誕生し、令和４年１０月１日に１０周年を迎えます。

　白岡市では、市民の皆様が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、
地域医療の中心となる医療福祉拠点の基盤整備を進めるとともに、白岡中央総合病院の
移転開設に向けた支援を行っております。
　この「地域医療を守るプロジェクト」実現のため、企業の皆様におかれましては、
温かいご支援を賜りますようお願い申し上げます。

白岡市が取り組む
地域医療を守るプロジェクト
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